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広報もとみや　平成20年9月

国
保
だ
よ
り

K
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「
保
険
証
」
の
更
新
時
期
で
す

　

現
在
、
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
皆
さ
ん
が
使
用
し

て
い
る
「
保
険
証
」
は
、
有
効

期
限
が
、
９
月
30
日
で
満
了
と

な
り
ま
す
。

　

新
し
い
「
保
険
証
」
を
、
９

月
末
に
送
付
し
ま
す
の
で
、
届

き
ま
し
た
ら
、
現
在
ご
使
用
の

「
保
険
証
」
を
、
市
役
所
市
民

課
国
保
年
金
係
、
白
沢
総
合
支

所
、
白
岩
出
張
所
、
岩
根
出
張

所
ま
た
は
中
央
公
民
館
へ
お
返

し
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、「
保
険
証
」
が
届
か

な
か
っ
た
り
、
記
載
さ
れ
て
い

る
内
容
の
誤
り
や
不
明
な
点
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
市
民
課
国
保

年
金
係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

※
「
保
険
証
」
は
、
１
世
帯
に

１
枚
の
交
付
と
な
り
ま
す
。

（
同
じ
世
帯
に
退
職
被
保
険

者
や
○学
被
保
険
者
の
方
が
い

る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。）

※
長
期
旅
行
や
、
長
期
間
遠
方

で
仕
事
を
す
る
方
の
た
め
○遠

（
遠
隔
地
）
の
「
保
険
証
」

を
別
に
交
付
し
て
い
ま
す
。

こ
の
○遠（
遠
隔
地
）
の
「
保

険
証
」
に
つ
い
て
も
有
効
期

間
が
満
了
し
ま
す
の
で
、
市

民
課
国
保
年
金
係
、
ま
た
は

総
合
支
所
市
民
福
祉
課
窓
口

で
更
新
の
手
続
き
が
必
要
と

な
り
ま
す
。（
新
・
旧
「
保

険
証
」
と
認
印
を
お
持
ち
く

だ
さ
い
。）

◎
社
会
保
険
等
職
場
の
健
康
保

険
に
加
入
し
た
場
合
、
若
し

く
は
退
職
し
て
職
場
の
健
康

保
険
を
ぬ
け
た
場
合
は
14
日

以
内
に
届
け
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
届
け
忘
れ
が
な
い

か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

●
「
保
険
証
」
が
交
付
さ
れ
た
ら

記
載
事
項
に
誤
り
が
な
い
か
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

●
「
保
険
証
」
は
必
ず
手
元
に
保

管
し
て
く
だ
さ
い
。
紛
失
し
た

場
合
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
る

と
悪
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
の
で
、
早
め
に
市
民
課
国

保
年
金
係
へ
届
け
出
て
く
だ

さ
い
。

●
「
保
険
証
」
の
貸
し
借
り
は
で

き
ま
せ
ん
。（
罰
せ
ら
れ
ま
す
）

●
コ
ピ
ー
し
た
も
の
、
有
効
期

限
が
切
れ
た
も
の
は
使
え
ま

せ
ん
。

●
社
会
保
険
に
加
入
し
た
場
合
な

ど
国
保
を
脱
退
す
る
時
は
、
す

ぐ
に
届
け
出
て
「
保
険
証
」
を

返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課　

国
保
年
金
係

　
　
　
　
　
（
☎
内
線
１
２
６
）

「
保
険
証
」
を
大
切
に
し
ま
し
ょ
う

保険証を忘れないで
提示しましょう

　病院等にかかる際は保険証を必ず提
示して受診しましょう。（併せて70歳
以上の方は「国民健康保険高齢受給者
証」が必要です。）
　かかった医療費のうち自己負担分以
外は加入している健康保険で負担する
ようになります。
　国民健康保険から社会保険等に加入
した場合はその時点で国保から脱退す
るようになりますが、手続きが必要に
なります。また、病院にかかる時は速
やかに社会保険等の保険証の提示をし
てください。
　現在加入している健康保険を再度確
認しましょう。

＊借金（サラ金・ローン返済）
　　　にお悩みの方ご相談ください＊
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水道工事はお任せ　本宮市水道工事指定店会
㈲
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道（
３
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７
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宮
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㈲
光
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工
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３
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５
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大
玉
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字
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番
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本
宮
市
本
宮
字
仲
町
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番
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㈲
須
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住
機
工
業
（
３
４
―
５
５
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８
）

　

本
宮
市
本
宮
字
小
幡
33
番
地
１

！

障がいのある方を対象とした
ＮＨＫ放送受信料の免除基準が変わります

受付は平成20年８月１日から行っています。
（受信料が実際に免除されるのは平成20年10月分からです。）

●　平成20年10月１日から免除基準が次のとおり変わります。
　【従来の免除基準と新しい免除基準】（平成20年10月１日から）

全額免除
［障がい者を世帯構成員に有する場合］

半額免除
［障がい者が世帯主である場合］

平成20年９月30日まで 平成20年10月１日から 平成20年９月30日まで 平成20年10月１日から

身
体
障
が
い
者

生活保護に準ずる世帯 世帯構成員全員が市民税非課税
世帯

視覚・聴覚障がい者
重度の肢体不自由者

視覚・聴覚障がい者（変更なし）
重度の身体障がい者
（身体障害者手帳　１・２級）
※内部機能障がいの方も対象と
なりました。

知
的
障
が
い
者

重度の知的障がい者を
構成員に有する世帯で
世帯構成員全員が市民
税非課税世帯

世帯構成員全員が市民税非課税
世帯
（重度以外も対象）

適用外 重度の知的障がい者（療育手帳Ａ）

精
神
障
が
い
者

適用外 世帯構成員全員が市民税非課税
世帯 適用外 重度の精神障がい者

（精神障害者福祉手帳　１級）

　受信料免除の申請手続きについて（既に旧制度にて免除済の場合は必要ありません。）
　１．申請書に必要事項を記入してください。（申請書は、市役所保健福祉課または白沢総合支所市民福祉課にあり

ます。）
　２．市役所または白沢総合支所にて、申請書に「免除事由の証明」を受けてください。
　　　（半額免除の場合は、直接NHKの窓口でも受付可能です。詳細はNHKまでお問い合わせください。）
　３．証明を受けた申請書をNHKに提出（郵送）してください。
　４．NHKで免除事由確認の上、折り返し「受理通知書」が送付されます。
●申請に必要なもの　　印鑑・障がい者手帳（身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者福祉手帳）・
　　　　　　　　　　　NHKお客様番号が確認できるもの
◆問い合わせ先
　保健福祉課　　社会福祉係（☎内線132）
　白沢総合支所　市民福祉課　福祉係（☎内線519）


